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２ 水道水の需要と供給の見通し 

本県の将来推計人口は今後も減少する見通しであり、それに伴い水道水の需要も減少すると見込まれ

ます。４圏域全てにおいて人口減少が想定されており、需要減に伴う料金収入の落ち込み等が懸念され

ます。 

また、計画給水人口32 と将来推計人口との乖離は年々大きくなり、供給に余裕が生じることから、今

後これらの人口推計を考慮したダウンサイジング等適切な水道施設の規模設定や近隣水道事業者との施

設共同化による水運用の効率化等の検討が必要となります。（図 ４-５） 

これらの状況に対応するための方策として、広域連携に向けた取組や、ＤＸ技術の導入、アセットマ

ネジメントの検討手法の高度化、官民連携の推進等が特に重要となります。  

 

  

図 ４-５ 圏域別の将来推計人口と計画給水人口（上水道及び簡易水道の合計） 

（出典： 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）」、 

宮城県「令和２年度宮城県の水道」） 

 
32 計画給水人口：水道事業者が認可を受ける際に事業計画書において掲げる給水人口 
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30.2 万人 28.3 万人 26.6 万人 24.9 万人 23.2 万人 21.5 万人 19.8 万人
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第５章 現状分析と評価、課題の抽出 

１ 圏域ごとの現況評価の考え方 

本県における各圏域の現況と評価、課題については、国の新水道ビジョンで設定している水道の理想

像の３つの柱である「安全」「強靭」「持続」の３つの観点によって現状分析と評価を行い、圏域ごとの

課題を抽出します。検討に際して各圏域を定量的に分析するため、第１期ビジョンの評価も踏まえ、比

較可能な判断基準を設定します。（図 ５-１） 

 

 

 

図 ５-１ 国の新水道ビジョンにおける水道の理想像 

（出典：平成 25 年厚生労働省「新水道ビジョン」） 

 

 

  

安全の観点 （１）安全な水の供給は確保されているか（水道水の安全） 

強靭の観点 （２）危機管理は徹底されているか（危機管理・災害対策） 

持続の観点 （３）水道サービスの持続性が確保されているか（運営基盤強化） 
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（１） 安全の観点 

 

安全な水の供給は確保されているか 

現状分析の検討項目 判断基準 

① 

水源汚染リスクへの対策 

①－１ 水質事故発生状況 

①－２ クリプトスポリジウム

等対策の実施状況 

水道水源となる主に河川水やダム水について、外部要因に

よる汚染リスクを判断するため、「水質事故発生状況」によ

り現状分析します。 

水道水源について、動物の糞尿等に起因する汚染リスクへ

の対応状況について、「クリプトスポリジウム等対策の実施

状況」により現状分析します。 

② 

未普及地域への水道整備等供給対

策 

（水道にアクセスできない住民へ

の対応） 

水道施設による衛生的な飲用水の確保状況及び未普及地域

における飲用水供給対策について、「水道普及率の推移」に

よって現状分析します。 

③ 

水安全計画の策定 

（水の安全性をより一層高める 

ための包括的な管理） 

水源から給水栓に至る統合的な水安全管理の実施状況につ

いて、「水安全計画の策定率」により現状分析します。 

④ 
簡易専用水道、簡易専用小水道及

び小規模水道の安全対策 

簡易専用水道、簡易専用小水道及び小規模水道の衛生管理

状況を判断するため、「法定検査受検率」、「法令検査受検

率」、「条例検査受検率」により現状分析します。 

 

（２） 強靭の観点 

 

危機管理は徹底されているか 

現状分析の検討項目 判断基準 

① 
導水管、送水管の耐震化 

（耐震化向上対策） 

震災に備えた導水管、送水管の耐震化状況（断水等予防対

策）を判断するため、「導水管、送水管の耐震適合率」によ

り現状分析します。 

② 
水道施設の耐震化 

（耐震化向上対策） 

震災に備えた水道施設の耐震化状況（断水等予防対策）を

判断するため、「浄水施設及び配水池の耐震化率」により現

状分析します。 

③ 

重要給水施設（病院、避難所等）

に接続する水道管路の耐震化 

（優先的な対応） 

災害発生時、優先的に給水が必要となる重要施設への給水

確保（耐震化）対策状況について、「水道管路の耐震性能確

保済み重要施設率」により現状分析します。 

④ 

災害発生時に備えた各種対策 

（資機材調達、マニュアルの整

備、応援体制ネットワーク化） 

災害発生時における迅速な施設復旧や応急給水等による飲

用水等の早期確保に備えたマニュアル等の整備状況を判断

するため、「応急復旧計画・応急給水計画の策定率」により

現状分析します。 

⑤ 
危機管理意識の向上 

（訓練の実施、その他各種取組） 

災害発生時における初期対応や応急対策について、危機管

理対策の取組状況を「防災訓練の実施率」により現状分析

します。 
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（３） 持続の観点 

 

水道サービスの持続性が確保されているか 

現状分析の検討項目 判断内容 

① 
施設の維持管理や更新需要に対

する計画的な更新投資 

（収入確保対策） 

長期的な視点に立ち効率的かつ効果的に水道施設を管理運

営するため、「アセットマネジメントの導入率」により現状

分析します。 

② 水道施設の老朽化対策 
将来にわたって安定的に水を供給するため、「水道管路の経

年化率」により現状分析します。 

③ 

専門技術や経営管理ノウハウを

有する人材の確保策 

（長期的視点に立った人材確

保・育成の推進） 

高い技術力の維持や経験に基づく知識・ノウハウを有する

職員の確保状況について、「技術職員の勤続年数と年代別の

職員割合」により現状分析します。 

④ 
運営基盤強化に向けた方策の策

定 

水道経営に関する方針を網羅する「水道事業ビジョンの策

定率」により現状分析します。 

⑤ ＤＸ技術の導入状況 

持続可能な水道の実現への重要なツールであるＤＸ技術の

導入について、「メンテナンスに関するＤＸ技術の導入率」

によって現状分析します。 
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２ 圏域ごとの現状分析の結果 

（１） 安全の観点 

 

安全な水の供給は保障されているか 

① －１ 水質汚染率リスクへの対策（水質事故発生状況） 

県内で発生した水質事故は、令和５年度においては28件でした。水質事故の発生原因の内訳は大半が

油の流出であり、河川周辺の事業者等が排水を誤って河川に流出させたものや、交通事故によって車両

から燃料が流れ出たもの等が事故原因の多くを占めています。なお、令和元年度は令和元年東日本台風、

令和３年度は令和４年３月に発生した福島県沖地震による被害により件数が多くなっています。（表 

５-１） 

圏域別では、年度によりばらつきはあるものの、各圏域で毎年一定数発生している状況です。令和３

年度以降、仙塩圏域における発生件数が一定数を占める傾向となっていますが、これは、仙塩圏域には

県内事業所の約６割が立地していること等が関係していると考えられます。（図 ５-２、図 ５-３） 

過去 10 年間ほどで見ると、県全体での水質事故発生件数は 30 件前後で推移しており、取水停止など

の水道被害件数は年間あたり数件にとどまっています。水質事故件数に対して水道被害件数を少なくで

きた要因として、事故発生時における水道事業者への速やかな情報伝達や水道事業者間の情報共有が適

切に図られていたことが考えられます。（表 ５-１、図 ５-２、図 ５-３） 

 

表 ５-１ 圏域別水質事故発生状況内訳（県把握分） 

 
（出典：宮城県「宮城県の水道」） 

 

 

圏域名 事故内訳 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 事故内訳

油の流出 3 4 7 10 2 1 10 8 1 9 3 油の流出
魚類のへい死 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 魚類のへい死
その他 0 1 1 0 0 0 6 2 0 1 0 その他
発生件数計 3 5 8 11 2 1 16 10 4 11 4

水道被害件数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 発生件数計

油の流出 3 2 5 2 1 2 10 8 23 9 12 油の流出
魚類のへい死 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 魚類のへい死
その他 3 0 1 0 1 1 3 1 1 3 2 その他
発生件数計 6 2 6 2 2 3 13 10 25 12 16

水道被害件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 発生件数計

油の流出 5 7 3 9 10 6 17 9 14 7 4 油の流出
魚類のへい死 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 魚類のへい死
その他 1 1 2 1 0 1 2 0 3 0 1 その他
発生件数計 6 8 7 10 10 7 19 10 17 7 5

水道被害件数 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 発生件数計

油の流出 8 7 7 4 11 4 8 3 8 0 2 油の流出
魚類のへい死 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 魚類のへい死
その他 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 その他
発生件数計 12 8 8 6 11 4 10 4 10 0 3

水道被害件数 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 発生件数計

油の流出 19 20 22 25 24 13 45 28 46 25 21 油の流出
魚類のへい死 3 0 2 1 0 0 1 2 5 1 3 魚類のへい死
その他 5 3 5 3 1 2 12 4 5 4 4 その他
発生件数計 27 23 29 29 25 15 58 34 56 30 28

水道被害件数 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 浄水場被害件数

県全体

仙塩圏域

大崎圏域

東部圏域

仙南圏域
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図 ５-２ 圏域別水質事故発生状況（県把握分） 

（出典：宮城県「宮城県の水道」） 

 

 

 

図 ５-３ 圏域別事業所構成比 

（出典：経済産業省「令和３年度経済センサス活動調査結果」） 
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① －２ 水質汚染率リスクへの対策（クリプトスポリジウム等対策の実施状況） 

上水道・簡易水道におけるクリプトスポリジウム等の対策実施状況について、令和５年度県全体では

給水人口割合で98.5％、施設割合では88.5％が対策済みとなっており、いずれも全国値を上回っていま

す。 

水道・簡易水道のクリプトスポリジウム等対策実施割合（施設割合）を平成25年度から令和５年度で

見ると、いずれの圏域においても実施割合が上昇しており、特に東部圏域において75.9%から 85.4%へと

大きく上昇しましたが、仙南圏域及び東部圏域においては依然として県全体を下回っており、仙南圏域

においては全国値も下回っています。 

なお、令和２年度と令和５年度を比較すると、令和５年度対策割合のポイントを下げている圏域があ

りますが、これは水道原水の指標菌検査の結果、リスクレベルに変更があったことや浄水場の廃止が理

由として挙げられます。（図 ５-４、図 ５-５） 

 
図 ５-４ 圏域別クリプトスポリジウム等対策実施状況（上水道・簡易水道合算給水人口割合） 

（出典：宮城県「水道水質関連調査」） 

 

図 ５-５ 圏域別クリプトスポリジウム等対策実施割合（上水道・簡易水道合算施設割合） 

（出典：宮城県「水道水質関連調査」） 
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県内でクリプトスポリジウム等対策として整備された施設としては急速ろ過が最も多く 55.6％、次い

で緩速ろ過が 23.1％、膜ろ過が 13.7％、紫外線設備が 3.4％の順となっています。（図 ５-６） 

上水道と簡易水道の対策施設状況では、上水道は 89.5％が対策済みであるのに対し、簡易水道は

72.7％と上水道に比べて低い状況となっています。（図 ５-７） 

上水道・簡易水道におけるクリプトスポリジウム等対策が遅れている水道事業者は、中小規模の水道

事業者が多い傾向にあります。クリプトスポリジウム等対策を講じるためには施設整備が必要ですが、

中小規模の水道事業者は投資の効率性等の理由から対策が進まなかった事情も考えられ、簡易水道施設

の統合等に合わせた効率的な施設整備や水源変更などによる対策も併せて検討していく必要がありま

す。また、施設整備以外では、水源の汚染リスク管理のため畜舎等畜産施設の位置の把握など、水道事

業者が市町村農政部局等と連携することが重要です。 

 

 

図 ５-６ クリプトスポリジウム等対策施設整備内訳（上水道・簡易水道合算） 

(出典：宮城県「令和５年度水道水質関連調査」） 

 

 

図 ５-７ クリプトスポリジウム等対策実施施設状況 

(出典：宮城県「令和５年度水道水質関連調査」） 
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② 未普及地域への水道整備等供給対策（水道普及率の推移） 

水道普及率は、令和５年度において県全体で99.2%であり、令和５年度全国値の98.2%を上回っていま

す。平成25年度から見ると、各圏域でおおむね上昇の傾向が見られるものの、仙南圏域及び大崎圏域で

は県全体を下回る水準で推移しています。（図 ５-８） 

なお、水道未普及地域は小規模水道施設等の自己水源により賄っており、小規模水道施設数の人口に

占める割合については仙南圏域及び大崎圏域で高くなっています。（表 ５-２） 

水道未普及地域は過疎化や高齢化が進んでおり、小規模水道施設の老朽化に伴う維持管理、耐震性を

有する施設への更新が課題である一方、ごく少数の需要者（特に高齢化した限界集落等）に水道を供給

するには、新たな水道施設の整備や維持管理に相応の費用が生じ、水道事業全体の経営に及ぼす影響が

懸念されるため、整備が困難な状況です。 

 

 

図 ５-８ 圏域別の水道普及率の推移（上水道、簡易水道及び専用水道の合計） 

 （出典：宮城県「宮城県の水道」） 
 

表 ５-２ 圏域別の小規模水道施設割合 

 
（出典：宮城県「令和５年度宮城県の水道」）  
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92.0%

93.0%

94.0%

95.0%

96.0%

97.0%

98.0%

99.0%

100.0%

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

水
道
普
及
率

県全体 仙南圏域

仙塩圏域 大崎圏域

東部圏域 全国

圏域名
①人口
（人）

水道普及率
②小規模水道

施設数
（箇所）

圏域別施設割
合

人口10万人あたりに
対する施設数

※②/①×10万人
仙南圏域 247,373 97.4% 76 38.0% 30.7

仙塩圏域 1,373,737 99.8% 44 22.0% 3.2

大崎圏域 290,346 97.3% 68 34.0% 23.4

東部圏域 319,202 99.8% 12 6.0% 3.8

県全体 2,230,658 99.2% 200 100.0% 9.0
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③ 水安全計画の策定（水安全計画の策定率） 

水安全計画33の策定率は、令和６年度、県全体で91.2％となり、平成25年度の11.8％から大きく上昇

しました。しかしながら、中小規模の水道事業者では未策定の団体があります。（表 ５-３、図 ５-９） 

近年、水道水へのリスクは多様化しており、水質汚染事故や異臭味被害の発生も多発しています。水

道水の安全性を一層高め、今後も安心しておいしく飲める水道水を安定的に供給していくために、水源

から給水栓に至る統合的な水質管理を実現するための水安全計画の策定が求められています。 

 

表 ５-３ 水安全計画策定率 

 

（出典：宮城県「水道水質関連調査」、「令和６年度計画策定の状況に関するアンケート」） 

 

図 ５-９ 水安全計画の策定状況 （出典：宮城県「令和６年度計画策定の状況に関するアンケート」） 

 
33 水安全計画：WHO（世界保健機関）が提唱している、食品製造分野で確立されている HACCP の考え方を導入

し、水源から給水栓に至る各段階で危害分析と重要管理点の設定を行い、安全な水の供給を

確実にする計画。 

圏域名 圏域内事業者数 H25策定事業者数 H25策定率 R6策定事業者数 R6策定率

仙南圏域 12 1 8.3% 11 91.7%

仙塩圏域 8 2 25.0% 8 100.0%

大崎圏域 9 1 11.1% 7 77.8%

東部圏域 5 0 0.0% 5 100.0%

県全体 34 4 11.8% 31 91.2%

（参考）企業局（用水供給事業）の状況

大崎広域：策定済み

仙南仙塩：策定済み
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④ 簡易専用水道及び、簡易専用小水道、小規模水道の安全対策（法定検査等受検率、条例検査受検率） 

簡易専用水道及び簡易専用小水道施設数は、令和５年度において県全体で 8,613 施設あり、圏域別で

は仙塩圏域が全体の約８割を占めています。（表 ５-４） 

小規模水道施設数は、令和５年度において県全体で 200 施設あり、圏域別では仙南圏域が全体の約４

割を占めており、次いで大崎圏域が約３割、仙塩圏域が約２割となっています。また、小規模水道施設

は水道未普及地域等に布設されるものが多く、人口割合で見ると仙南圏域で多くなっています。（表 

５-２） 

令和５年度の簡易専用水道の法定検査34受検率は、県全体で80.9％であり、令和４年度全国値の78.0%

を上回る水準で、近年では 80%前後で推移しています。圏域別では、仙南圏域、大崎圏域及び東部圏域

で県全体を下回っています。（図 ５-１０） 

令和５年度の簡易専用小水道にかかる法令に規定する定期検査35 受検率は、県全体で 62.9％であり、

令和４年度全国値の 3.5%を大きく上回る水準で、近年では 60%を超えて推移しているものの、圏域別で

は、大崎圏域がこれを大きく下回っています。（図 ５-１１） 

令和５年度の小規模水道施設の条例に規定する定期検査受検率は、県全体で53.0％で、近年は50％を

超えて推移しているものの、圏域別では、大崎圏域がこれを大きく下回っています。（図 ５-１２） 

法定検査等の受検は、早期に衛生問題等を把握するために必要なものであるため、継続的な取組が必

要です。 

特に小規模水道施設は、水源を自己水源に依存しており水源汚染リスクが高いことから、衛生を確保

するに当たり、条例に基づく定期検査受検が必要であることはもとより、定期的な立入検査等による継

続的な指導が必要です。 

 

表 ５-４ 圏域別の簡易専用水道等設置数 

 
（出典：宮城県「令和５年度水道水質関連調査」及び「令和５年度水道関係業務実績」） 

 

 

  

 
34 法定検査：水道法等では、受水槽の有効容量が 10 ㎥を超えるものを「簡易専用水道」とし、設置者に対し

適正な衛生管理の実施を義務づけている。また、設置者は、施設の衛生管理の状況について、

１年以内ごとに１回、国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関の検査を受け、保健所長等に報

告することとなっている。 
35 定期検査：簡易専用小水道とは、受水槽の有効容量が５㎥を超え 10 ㎥以下のもので飲用等の目的で水を供

給する貯水槽水道を指す。設置者は、定期的に年１回、知事が指定する者の検査を受ける必要

がある。 

圏域名
簡易専用水道

施設数
簡易専用小水道

施設数
合計 割合

 仙南圏域 359 156 515 6.0%
 仙塩圏域 4,328 2,250 6,578 76.4%
 大崎圏域 468 229 697 8.1%
 東部圏域 573 250 823 9.6%

 全体 5,728 2,885 8,613 100.0%



第５章 現状分析と評価、課題の抽出 

67 

 

図 ５-１０ 圏域別の簡易専用水道の法定検査受検率の推移 

（出典：宮城県「水道水質関連調査」及び「水道関係業務実績」） 

 

 

  

図 ５-１１ 圏域別の簡易専用小水道の法令検査受検率の推移 

（出典：宮城県「水道水質関連調査」及び「水道関係業務実績」） 
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図 ５-１２ 圏域別の小規模水道施設の条例検査受検率の推移 

（出典：宮城県「水道事業実績報告」） 
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（２） 強靭の観点 

 

危機管理は徹底されているか 

① 導水管、送水管の耐震化（導水管、送水管の耐震適合率） 

令和５年度の県全体で、導水管、送水管における耐震化率（耐震管36 の割合）は 35.0%、耐震適合率

（耐震適合性のある管37の割合）は 50.1%で、耐震適合率は令和４年度の全国値をやや上回る水準です。

圏域別では、耐震化率、耐震適合率は圏域間では開きがあり、特に仙南圏域及び大崎圏域で県全体及び

全国の水準を大きく下回っています。（表 ５-５） 

これは、人口が集積している仙塩圏域では、比較的地盤性状が良いことに加え、１人当たりの管路延

長が短く、耐震化に要する費用が相対的に低廉なのに対し、仙南圏域や大崎圏域は人口密度が低く１人

当たりの管路延長が比較的長いため、人口当たりの耐震化に要する費用負担が大きいこと等が影響して

いるものと考えられます。なお、東部圏域は、そのほとんどが太平洋沿岸の市町村であり、東日本大震

災の災害復旧により耐震化が進んでいるため、地盤性状は悪いものの、仙塩圏域に次ぐ耐震化率、耐震

適合率になっているものと考えられます。（表 ５-６） 

また、令和６年１月１日に発生した能登半島地震を受け、災害に強く持続可能な上下水道システムの

構築の必要が再認識されています。対策が必要となる上下水道システムの急所施設（取水施設、浄水施

設、配水池、導水管、送水管）や、避難所等の重要施設38 に接続する上下水道管路等について、上下水

道一体で耐震化を推進するため、国では全ての水道事業者及び下水道管理者に対し令和７年１月末まで

の上下水道耐震化計画の策定を求めるなど、上下水道施設の耐震化は重要性を増しています。 

これらを踏まえ令和７年６月６日に閣議決定された「第１次国土強靱化実施中期計画」（以下、国土

強靭化計画）では、上水道施設の急所施設の耐震化、避難所など重要施設に接続する水道管路の耐震化

についても重要業績評価指標（以下 KPI）として設定し、地域の実情を踏まえ、維持すべき施設の耐災

害性強化等を推進することとしています。 

国土強靭化計画の KPI の対象となる導水管、送水管における耐震適合率は、令和５年度において県全

体で57.4%と、全国の水準を14.4%上回っており、仙塩圏域や用水供給事業の数値が全体を牽引して高く

なっているものの、仙南圏域及び大崎圏域で県全体及び全国の水準を大きく下回っています。（表 ５-７） 

なお、国土強靭化計画のKPIでは、水道の急所施設である導水管・送水管の耐震化完了率を令和31年

度に 100%にすることを目標に掲げています。 

  

 
36 耐 震 管：地震の際でも継ぎ目の接合部分が離脱しない構造となっている管のこと。 
37  耐震適合性のある管：耐震管以外でも管路が敷設された地盤の性状を勘案すれば耐震性があると評価でき

る管があり、それらを耐震管に加えたものを「耐震適合性がある管」と呼んでいる。 
38 重 要 施 設：地域防災計画等で定められている避難所や医療機関等。 
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表 ５-５ 導水管、送水管の耐震適合率等 

 

（出典：日本水道協会「令和５年度水道統計調査」） 

 
 

表 ５-６ 給水人口１人当たりに占める導水管、送水管の管路延長 

 

（出典：宮城県「令和５年度宮城県の水道」） 

 

表 ５-７ 導水管、送水管の耐震適合率（国土強靭化計画 KPI 対象） 

 
出典：「上下水道耐震化計画(令和５年度ベース)」、「第１期国土強靭化実施中期計画」） 

 

  

導水管 送水管 導水管 送水管 導水管 送水管
耐震適合性
がある管の
延長（ｍ）

耐震管の延
長（ｍ）

耐震適合性
がある管の
割合（耐震
適合率）

耐震管の割
合（耐震化
率）

仙南圏域 20,495 125,330 145,825 4,314 28,329 32,643 520 14,166 14,686 32,643 14,686 22.4% 10.1%
仙塩圏域 82,273 290,036 372,309 47,833 178,874 226,707 42,042 111,473 153,515 226,707 153,515 60.9% 41.2%
大崎圏域 62,903 151,003 213,906 13,530 37,216 50,746 13,530 36,421 49,951 50,746 49,951 23.7% 23.4%
東部圏域 70,607 314,967 385,574 27,131 124,359 151,490 21,103 112,464 133,567 151,490 133,567 39.3% 34.6%
圏域小計 236,278 881,336 1,117,614 92,808 368,778 461,586 77,195 274,524 351,719 461,586 351,719 41.3% 31.5%

用水供給事業者 7,214 339,886 347,100 4,926 267,881 272,807 4,926 156,544 161,470 272,807 161,470 78.6% 46.5%

県全体 243,492 1,221,222 1,464,714 97,734 636,659 734,393 82,121 431,068 513,189 734,393 513,189 50.1% 35.0%

全国(R4) 13,861,607 39,470,404 53,332,011 5,142,344 19,334,444 24,476,788 3,539,989 12,954,804 16,494,793 24,476,788 32,446,903 45.9% 60.8%

総延長（ｍ） 耐震適合性がある管（ｍ） 耐震管（ｍ） 導水管＋送水管

総管路延長 給水人口 1人当り管路延長
（ｍ） （人） （ｍ／人）

仙南圏域 145,825 239,753 0.6
仙塩圏域 372,309 1,370,695 0.3
大崎圏域 213,906 282,475 0.8
東部圏域 385,574 316,924 1.2
用水供給 347,100 － －
県合計 1,464,714 2,209,847 －

圏  域

区分 耐震化率

導水管 送水管 計 導水管 送水管 計

仙南圏域 23,068 99,948 123,016 2,245 24,632 26,877 21.8%

仙塩圏域 62,817 233,471 296,288 48,683 165,132 213,815 72.2%

大崎圏域 12,808 70,855 83,663 1,445 17,587 19,032 22.7%

東部圏域 69,666 281,233 350,899 27,051 126,498 153,549 43.8%

圏域小計 168,359 685,508 853,866 79,424 333,849 413,273 48.4%

用水供給 22,524 323,244 345,768 20,236 254,687 274,923 79.5%

県全体 190,883 1,008,752 1,199,634 99,660 588,536 688,196 57.4%

全国 43%

対象延長（ｍ） 耐震適合性がある管（ｍ）
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② 水道施設の耐震化（浄水施設及び配水池の耐震化率） 

浄水施設の耐震化率（L２対応39 /合計）は、令和５年度県全体で 46.2％であり、令和４年度の全国の

水準を上回るものの、圏域別では、仙南圏域において全国値及び県全体を大きく下回ります。（表 ５-８） 

配水池の耐震化率（Ｌ２対応/合計）は、令和５年度県全体で 58.8％であり、令和４年度の全国の水

準で見ても下回っており、圏域別では、仙南圏域及び大崎圏域で全国水準及び県全体を大きく下回りま

す。（表 ５-９） 

国土強靭化計画の KPI の対象となる浄水施設や配水池の状況については、浄水施設の耐震化率は、令

和５年度県全体で 42.0％であり、全国の水準を下回っており、特に用水供給事業や仙南圏域で全国値を

大きく下回っています。（表 ５-１０） 

配水池の耐震化率は、令和５年度県全体で 62.1％であり、全国値を下回っており、全圏域で全国値を

下回っています。（表 ５-１１） 

なお、国土強靭化計画の KPI では、水道の急所施設である浄水施設の耐震化完了率を令和 17 年度に

100%に、配水池の耐震化完了率を令和 18 年度に 100%にすることを目標に掲げています。 

 

表 ５-８ 浄水施設の耐震化状況 

 
（出典：日本水道協会「令和５年度水道統計調査」） 

  

 
39 地震動レベル 

Ｌ１(レベル１地震動)：構造物の設計共用期間中に１～２度の確率で発生する可能性が非常に高い地震動。 

Ｌ２(レベル２地震動)：対象構造物の設計供用期間中に発生する確率が低い地震動、又は、対象構造物が経

験するものとして最大級と評価される地震動（レベル２地震動は、２つのタイプに

分けられており、タイプ１はプレート境界型の大規模な地震による地震動でタイプ

２は内陸直下型のマグニチュード７クラスの地震による地震動）。 

Ｌ２対応
（㎥/日）

Ｌ２未対応
（㎥/日）

不明
（㎥/日）

合計
（㎥/日）

耐震化率
（％）

仙南圏域 4,480 65,839 14,100 84,419 5.3%
仙塩圏域 273,975 169,865 4,200 448,040 61.1%
大崎圏域 43,384 7,607 46,049 97,040 44.7%
東部圏域 130,955 76,636 4,358 211,949 61.8%
圏域小計 452,794 319,947 68,707 841,448 53.8%

用水供給 120,000 279,000 0 399,000 30.1%
県全体 572,794 598,947 68,707 1,240,448 46.2%

全国（R4） 29,572,255 29,220,944 9,336,226 68,129,425 43.4%
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表 ５-９ 配水池の耐震化状況 

 

（出典：日本水道協会「令和５年度水道統計調査」） 

  

表 ５-１０ 圏域別浄水施設の耐震適合率（国土強靭化 KPI 対象） 

 

出典：「上下水道耐震化計画(令和５年度ベース)」、「第１期国土強靭化実施中期計画」） 

 

表 ５-１１ 圏域別配水池の耐震適合率（国土強靭化 KPI 対象） 

 

出典：「上下水道耐震化計画(令和５年度ベース)」、「第１期国土強靭化実施中期計画」） 

  

Ｌ２対応
（㎥/日）

Ｌ２未対応
（㎥/日）

不明
（㎥/日）

合計
（㎥/日）

耐震化率
（％）

仙南圏域 43,909 30,044 49,065 123,018 35.7%
仙塩圏域 298,733 157,191 4,442 460,366 64.9%
大崎圏域 37,282 25,203 35,116 97,601 38.2%
東部圏域 89,081 23,266 13,560 125,907 70.8%
圏域小計 469,005 235,704 102,183 806,892 58.1%

用水供給 81,300 47,650 0 128,950 63.0%
県全体 550,305 283,354 102,183 935,842 58.8%

全国（R4） 26,121,292 9,004,795 6,034,884 41,160,971 63.5%

区分
対象施設

（㎥／日）
耐震化済み
（㎥／日）

耐震化率

仙南圏域 47,627 2,240 4.7%

仙塩圏域 440,350 260,850 59.2%

大崎圏域 67,065 48,899 72.9%

東部圏域 190,213 130,700 68.7%

圏域小計 745,255 442,689 59.4%

用水供給 399,000 37,700 9.4%

県全体 1,144,255 480,389 42.0%

国 43%

区分
対象施設

（㎥／日）
耐震化済み
（㎥／日）

耐震化率

仙南圏域 93,746 53,616 57.2%

仙塩圏域 458,873 288,448 62.9%

大崎圏域 74,659 38,843 52.0%

東部圏域 125,297 80,316 64.1%

圏域小計 752,575 461,223 61.3%

用水供給 141,900 94,300 66.5%

県全体 894,475 555,523 62.1%

国 67%
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③ 重要施設（避難所等）への水道管路の耐震化（水道管路の耐震性能確保済み重要施設率） 

重要施設（避難所等）に接続する水道管路の耐震化状況は、令和５年度において県全体で 3.8%となっ

ています。下水道処理区域内の重要施設に接続する水道管の耐震化が完了している施設割合は 1.5%、区

域外の施設割合は 11.1%と、ともに低い状況であり、国土強靭化計画の KPI としている下水道処理区域

内においては、全国値の 9%を下回っており、全ての圏域でこれを下回っています。（表 ５-１２） 

 

表 ５-１２ 圏域別重要施設の水道管路の耐震性能確保済み重要施設率（上水道） 

 

 （出典： 「上下水道耐震化計画(令和５年度ベース)」、「第１期国土強靭化実施中期計画」） 

 

水道施設の耐震化は、東日本大震災による施設の復旧に伴って進捗し、復旧・復興期以降も、国庫補

助や交付金を活用しながら、比較的財政状況の良好な大規模・中規模の水道事業者を中心に、施設の更

新に合わせて耐震化が進められ、耐震化率に差が生じている状況も見られます。 

なお、国土強靭化計画の KPI では、下水道処理区域内における重要施設に接続する水道・下水道の管

路等の両方が耐震化されている重要施設の割合を、令和 36 年度に 100%にすることを目標に掲げていま

す。 

  

対象

全施設

対象

全施設

施設数 施設数 割合 施設数 施設数 割合 施設数 割合

仙南圏域 257 0 0.0% 95 7 7.4% 7 2.0%

仙塩圏域 433 0 0.0% 18 2 11.1% 2 0.4%

大崎圏域 108 2 1.9% 54 6 11.1% 8 4.9%

東部圏域 205 13 6.3% 157 21 13.4% 34 9.4%

県全体 1,003 15 1.5% 324 36 11.1% 51 3.8%

国 9%

下水道処理区域内における

避難所等の重要施設

下水道処理区域外における

避難所等の重要施設
全体

上下水道管路等の

耐震性能確保済み

水道管路の

耐震性能確保済み
耐震性能確保済み
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④ 災害発生時に備えた各種対策（応急復旧計画・応急給水計画の策定率） 

応急復旧計画・応急給水計画の策定率は、令和６年度において県全体で 85.3%であり、平成 25 年度の

52.9％から上昇しました。しかしながら、中小規模の水道事業者を中心に、依然として未策定の団体が

あります。（表 ５-１３、図 ５-１３） 

応急復旧計画・応急給水計画を未策定の場合、地震をはじめとする災害などの被害を受けた際に、早

急な応急給水体制を確立することが出来ず、断水期間の長期化や被害の拡大につながるおそれがあるた

め、早期の計画策定が求められます。気候変動により災害が多発・激甚化する中、応急給水・応急復旧

の活動を迅速・的確に行うため、災害発生時に備えた計画類の充実などの事前対策は不可欠です。 

 

表 ５-１３ 応急復旧計画・応急給水計画の策定状況（両計画を策定している水道事業者） 

 
（出典：日本水道協会「水道統計調査」、宮城県「令和６年度計画策定の状況に関するアンケート」） 

 

図 ５-１３ 応急復旧計画・応急給水計画の策定状況 

（出典：宮城県「令和６年度計画策定の状況に関するアンケート」） 

圏域名 圏域内水道事業者数 H25策定水道事業者数 H25策定率 R6策定水道事業者数 R6策定率

仙南圏域 12 6 50.0% 10 83.3%

仙塩圏域 8 6 75.0% 7 87.5%

大崎圏域 9 3 33.3% 8 88.9%

東部圏域 5 3 60.0% 4 80.0%

県全体 34 18 52.9% 29 85.3%

（参考）企業局（用水供給事業）の状況

大崎広域：策定済み

仙南仙塩：策定済み
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⑤ 危機管理意識の向上（防災訓練の実施率） 

平成 25 年度時点で地震や風水雪害等、１種類以上の防災訓練を実施している割合は、県全体で

約 55.9％に留まっていましたが、令和５年度時点では 100％となっています。（表 ５-１４、表 

５-１５） 

気候変動により災害が多発・激甚化する中、応急給水・応急復旧の活動を迅速・的確に行うため、要

因毎の防災訓練の実施など事前対策を更に充実させることも重要です。 

 

表 ５-１４ 防災訓練実施状況 

 

（出典：日本水道協会「水道統計調査」） 

 

表 ５-１５ 防災訓練実施状況 

 
（出典：日本水道協会「水道統計調査」） 

 

地震 風水雪害 施設事故 水質事故
その他（情報

伝達訓練等）
地震 風水雪害 施設事故 水質事故

その他（情報

伝達訓練等）

仙南圏域 12 10 1 3 1 6 9 0 1 1 7
仙塩圏域 8 3 0 0 0 3 6 1 1 1 4
大崎圏域 9 3 1 1 1 2 5 0 3 1 6
東部圏域 5 2 1 1 1 2 2 1 0 0 4
小計 34 18 3 5 3 13 22 2 5 3 21

訓練実施事業者数

訓練実施率

圏域 水道事業者数

H２５訓練実施状況 Ｒ５訓練実施状況

19 34

55.9% 100%

地震 風水雪害 施設事故 水質事故 その他 地震 風水雪害 施設事故 水質事故 その他

白石市 〇 〇 〇 〇
角田市 〇 〇 〇
岩沼市 〇 〇 〇
蔵王町 〇
大河原町 〇 〇 〇 〇
村田町 〇 〇
柴田町 〇 〇 〇
川崎町 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
丸森町 〇 〇 〇 〇
亘理町 〇 〇
山元町 〇 〇 〇 〇
七ヶ宿町 〇
仙台市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
塩竈市 〇 〇
名取市 〇 〇 〇
多賀城市 〇 〇 〇
富谷市 〇
松島町 〇
七ヶ浜町 〇
利府町 〇 〇
栗原市 〇 〇
大崎市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
大和町 〇 〇
大郷町 〇
大衡村 〇
色麻町 〇
加美町 〇 〇
涌谷町 〇
美里町 〇 〇 〇 〇
石巻企業 〇 〇 〇 〇
登米市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
気仙沼市 〇
女川町 〇
南三陸町 〇 〇

大崎

東部

H２５ Ｒ５
圏域

仙南

仙塩

市町村名



第５章 現状分析と評価、課題の抽出 

76 

（３） 持続の観点 

 

水道サービスの持続性が確保されているか 

① 施設の維持管理や更新需要に対する計画的な更新投資（アセットマネジメントの導入率） 

アセットマネジメント40 の導入率は、令和６年度において県全体で 97.1％であり、圏域別では、仙南

圏域、大崎圏域及び東部圏域で導入率が 100.0％となりました。更新需要見通しの検討手法と財政収支

見通しの検討手法の組み合わせからなる10のタイプ別（１Ａ～４Ｄ）に見ると、タイプ１Ｃ（簡略型）

以上の導入率は、県全体で 94.1％となっている一方、タイプ４Ｄ（詳細型）を導入している水道事業者

は３事業者のみとなっています。 

平成 25 年度から見ると、県全体及び各圏域で導入が着実に進んでいますが、水道事業者規模で見る

と、中小規模の水道事業者において、依然として導入や検討手法の高度化が進まない状況が見られます。

（表 ５-１６、図 ５-１４） 

今後、施設の更新需要が増大することが見込まれる中で、中長期的な視点に立ち水道施設のライフ

サイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営することが必要不可欠であるため、早

急なアセットマネジメントの導入が求められています。 

 

表 ５-１６ アセットマネジメントの導入率 

 
（出典：厚生労働省「水道事業の運営状況に関する調査」、宮城県「令和６年度計画策定の状況に関するアンケート」） 

 
40 アセットマネジメント（検討手法のタイプについて） 

水道施設の状態評価や寿命予測を実施し、中長期的な財政収支に基づいて各施設を適切に維持管理するこ

とにより、効率的で効果的な水道施設の運営を行う取組。 

 

R2の目標
導入率

導入率 1C以上 1C以上 導入率 1C以上 導入率 1C以上
3C以上
(参考)

4D
(参考)

60.0% 20.0% 80.0%

87.5%87.5%

R2時点の導入率

44.4% 66.7%

H25時点の導入率 R6時点の導入率

85.3%

100.0%

88.2%

100.0%

87.5% 87.5%

75.0%

55.6%

東部 5

県全体 34 73.5%

100.0%

47.1% 35.3%

33.3%

37.5%

仙南 12

仙塩 8

50.0% 41.7%

大崎 9

圏域名及び
事業者数

37.5%

8.3%

12.5%

0.0%100.0%

100.0% 100.0%

88.9%

83.3%

75.0%

88.9%

20.0%

97.1%

100.0%

8.8%94.1%

100.0% 100.0%
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図 ５-１４ アセットマネジメントの導入状況 

（出典：宮城県「令和６年度計画策定の状況に関するアンケート」） 

 

 

 

（参考）企業局（用水供給事業）の状況

大崎広域：策定済み（３Ｃ）

仙南仙塩：策定済み（３Ｃ）
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② 水道施設の老朽化対策（水道管路の経年化率） 

水道管路の経年化率（法定耐用年数40年を超えた管路の割合）は、令和５年度において全管種の県全

体で27.5%となっています。また、基幹管路の経年化率は36.8%であり、いずれも令和４年度の全国値を

上回る水準です。圏域別では、仙南圏域で特に低い水準となっている一方、基幹管路の経年化率は仙塩

圏域で特に高くなっています。（表 ５-１７） 

現在、法定耐用年数を超過している管路は、高度経済成長期等に急速に整備されたものであり、大規

模な更新ピークを迎えつつあります。各水道事業者において、毎年度の管路更新に努めていますが、多

額の費用を要することなどから、計画通りに進めることが難しく、実態として経年化率は上昇傾向にあ

ります。また、水道施設台帳が、情報を活用しやすい形で整備されていない水道事業者もいるため、既

存の台帳の整理、精査を行うことも重要です。 

 

 

表 ５-１７ 管種別の経年化率（上水道） 

 
（出典：日本水道協会「令和５年度水道統計調査」） 

  

導水管 送水管 配水本管
仙南圏域 5.3% 4.3% 12.6% 8.0% 17.0% 16.1%
仙塩圏域 48.8% 35.2% 48.6% 42.9% 26.6% 28.6%
大崎圏域 20.1% 17.6% 28.8% 24.6% 31.6% 30.7%
東部圏域 42.1% 27.7% 41.0% 35.6% 25.4% 27.1%

圏域小計 35.4% 25.1% 36.8% 32.0% 25.9% 26.7%

用水供給 82.5% 66.8% 0.0% 67.2% 0.0% 67.2%
県平均 36.8% 36.7% 36.8% 36.8% 25.9% 27.5%
全国平均(R4) 31.9% 27.3% 28.1% 28.3% 22.8% 23.6%

圏域
管種別の経年化率(R5)

基幹管路の合計
配水支管

全管種の
合計
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③ 専門技術や経営管理ノウハウを有する人材の確保対策（技術職員の勤続年数と年代別の職員割合） 

各水道事業者における技術職員の平均勤続年数について、平成 25 年度においては５年以下から 31 年

以上まで広く分布していましたが、ベテラン職員が定年退職に伴って減少した影響等により、令和５年

度においては、勤続年数６～10 年及び 11 年～15 年の事業者が最も多くなりました。なお、令和４年度

の全国値で見ると、勤続年数５年以下の事業者が最も多い状況となっています。（表 ５-１８） 

技術職員数は、令和５年度において、県合計で 532名であり、平成 25年度の 534名から大きな増減は

ありません。給水人口と比例して仙塩圏域で最多となっている一方、県内全体において中小規模の水道

事業者では総じて職員数が少なく、１人当たりの業務量増加や重責化、災害発生時における対応力低下

等が危惧されます。年代別の職員割合を見ると、50～59 歳又は 40～49 歳の割合が最も多く約３割を占

め、この傾向は各圏域において共通していますが、大崎圏域においては特に 30～39 歳の割合が低いな

ど、職員の年齢構成に偏りが見られます。また、県全体で、平成 25年度と比較して 30歳未満と 60歳以

上の割合が増加する一方、40～49 歳と 50～59 歳の割合が減少しており、今後、各水道事業者において

は技術の継承や職員の育成が課題となると考えられます。 

なお、職員数（事務職、技術職、技能労務職）は、平成 25年度においては 940名でしたが、令和５年

度においては 855 名で、85 名減少しました。年代別の職員割合では、30 歳未満と 60 歳以上で増加が大

きい一方、40～49 歳と 50～59 歳で大きく減少しました。（図 ５-１５、表 ５-１９） 

今後、水道事業を安定的・継続的に運営するためには、職員の確保・育成に加え、官民連携や広域化

の取組の推進等が必要です。 

 
 

表 ５-１８ 技術職員の平均勤続年数内訳 

 

（出典：日本水道協会「令和５年度水道統計調査」、簡易水道（七ヶ宿町）のみアンケート結果） 

 

 
  

（単位：事業体数）

仙南圏域 1 4 2 1 0 0 0
仙塩圏域 3 3 3 0 0 1 2
大崎圏域 3 1 3 1 1 0 0

東部圏域 0 1 1 3 0 0 0

県全体 7 9 9 5 1 1 2

全国（R4） 442 324 204 182 101 43 16

県全体（H25） 6 6 5 5 7 4 1

26～30年 31年以上6～10年 11～15年 16～20年 21～25年圏域 5年以下
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図 ５-１５ 各圏域における年代別職員割合（事務職、技術職、技能労務職の合計） 

（出典：日本水道協会「水道統計調査」、簡易水道（七ヶ宿町）のみアンケート結果） 

 

  

表 ５-１９ 年代別職員数の内訳（職種別） 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：日本水道協会「令和５年度水道統計調査」、簡易水道（七ヶ宿町）のみアンケート結果） 

10.1%

20.1%

28.9%

37.8%

3.1%

16.0%
21.2%

23.9%

30.1%

8.9%

13.9%
21.4%

25.5%

31.0%

8.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

30歳未満 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上

構成率
県全体（H25）

県全体（R5）

全国(R4)

仙南圏域（R5）

仙塩圏域（R5）

大崎圏域（R5）

東部圏域（R5）

市町 30歳 30～ 40～ 50～ 60歳 計 30歳 30～ 40～ 50～ 60歳 計 30歳 30～ 40～ 50～ 60歳 計 計

村名 未満 39歳 49歳 59歳 以上 未満 39歳 49歳 59歳 以上 未満 39歳 49歳 59歳 以上

川崎町 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4

村田町 2 0 2 0 1 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6

七ヶ宿町 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

大河原町 2 2 1 1 1 7 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9

柴田町 0 1 0 2 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5

角田市 2 0 1 2 1 6 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 9

丸森町 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5

白石市 3 1 1 0 0 5 0 1 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 9

蔵王町 0 1 2 1 0 4 1 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 8

岩沼市 0 4 0 1 0 5 1 2 1 2 1 7 0 0 0 0 0 0 12

亘理町 1 1 1 1 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6

山元町 0 1 2 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

合計 12 12 12 9 5 50 4 5 7 7 4 27 0 0 1 0 1 2 79

富谷市 2 0 0 3 0 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7

松島町 1 1 0 2 0 4 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 7

七ヶ浜町 0 1 2 1 0 4 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 7

利府町 1 0 1 1 0 3 4 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9

塩竈市 3 5 4 11 2 25 0 1 2 4 0 7 0 0 0 0 0 0 32

多賀城市 3 5 1 6 0 15 1 1 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 21

仙台市 10 22 18 25 7 82 38 78 80 93 22 311 0 0 0 3 7 10 403

名取市 5 2 0 4 3 14 1 3 3 1 2 10 0 0 0 0 0 0 24

合計 25 36 26 53 12 152 44 84 91 104 25 348 0 0 0 3 7 10 510

栗原市 5 1 7 2 0 15 1 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 19

大衡村 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

大和町 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 5

大郷町 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

大崎市 3 2 2 3 2 12 4 1 6 6 1 18 0 0 0 0 0 0 30

涌谷町 0 0 2 1 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5

美里町 1 0 1 1 0 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5

加美町 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

色麻町 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3

合計 11 7 13 8 2 41 7 2 11 8 3 31 0 0 0 0 0 0 72

気仙沼市 2 1 5 4 1 13 5 4 8 8 3 28 0 0 0 0 0 0 41

南三陸町 0 1 1 1 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5

登米市 2 1 0 4 2 9 2 2 5 5 1 15 0 0 0 0 0 0 24
石巻地方広域水道企業団 11 6 9 12 1 39 11 17 13 28 9 78 0 0 0 0 0 0 117

女川町 1 1 1 1 0 4 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 7

合計 16 10 16 22 4 68 18 25 27 43 13 126 0 0 0 0 0 0 194

64 65 67 92 23 311 73 116 136 162 45 532 0 0 1 3 8 12 855

45 76 101 119 8 349 50 111 163 190 20 534 0 2 8 46 1 57 940

東
部

事務職 技術職

合計

技能労務職

圏
域

仙
塩

仙
南

大
崎

H25合計
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④ 運営基盤強化に向けた方策の策定（水道事業ビジョンの策定率） 

水道事業ビジョン41の策定率は、平成25年度の32.4％から、令和６年度では85.3％と上昇しました。

圏域別では、仙南圏域で 8.3%から 75.0％、大崎圏域では 22.2％から 88.9％へと大きく上昇しており、

各圏域で策定が進んでいますが、未策定であるのは中小規模の水道事業者が多い傾向にあります。（表 

５-２０、図 ５-１６）。 

水道事業ビジョンは、今後の水道事業が目指すべき方向性やその実現方策を示す水道事業のマスター

プランであるため、早期の策定が求められます。 

 

表 ５-２０ 水道事業ビジョンの策定率 

 

（出典：厚生労働省「水道事業の運営状況に関する調査」、宮城県「令和６年度計画策定の状況に関するアンケート」） 

 

 

図 ５-１６ 水道事業ビジョンの策定状況 

（出典：厚生労働省「水道事業の運営状況に関する調査」、宮城県「令和６年度計画策定の状況に関するアンケート」） 

 
41  水道事業ビジョン：各水道事業者が、事業の現状と将来見通しを分析・評価した上で、国や県の「水道ビ

ジョン」の方針を踏まえ目指すべき将来像を描き、その実現のための方策等を示した

計画。 

圏域名 圏域内事業者数 H25策定事業者数 H25策定率 R6策定事業者数 R6策定率

仙南圏域 12 1 8.3% 9 75.0%

仙塩圏域 8 5 62.5% 7 87.5%

大崎圏域 9 2 22.2% 8 88.9%

東部圏域 5 3 60.0% 5 100.0%

県全体 34 11 32.4% 29 85.3%

（参考）企業局（用水供給事業）の状況

大崎広域：策定済み

仙南仙塩：策定済み
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⑤ ＤＸ技術の導入状況（メンテナンスに関するＤＸ技術の導入率） 

令和６年度において、県全体で、「メンテナンスに関する水道ＤＸ技術導入率」は 50.0%、「管路台帳電

子化率」は 73.5%となっており、圏域別では、水道ＤＸ技術導入率は仙南圏域において高い傾向である

一方、仙塩圏域、大崎圏域では低い傾向にあります。（表 ５-２１） 

水道の事業環境は、施設の老朽化の進行や、現場の担い手の減少、物価上昇に伴うコスト増大、人口

減少や節水型社会の進展に伴う経営状況の悪化、気候変動による自然災害の激甚化・頻発化などにより、

今後ますます厳しさを増すことが確実です。特に、令和７年１月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事

故や上下水道管路の老朽化に起因する事故が多数発生しており、上下水道施設の老朽化対策は喫緊の課

題となっています。 

そのため、点検頻度や方法を強化・充実するなどメンテナンス効率の向上や広域連携の加速、経営の

効率化、大規模災害発生時に備えた上下水道施設の早期の強靭化等による事業の基盤強化を進めること

で、将来にわたり持続可能な上下水道システムの構築が求められています。 

持続可能な上下水道システムの構築の実現には、データ・情報・知識等の資源をデジタル技術により

活用し、不足する人材を補いつつ現場の生産性を向上させるとともに業務や働き方を変革する上下水道 

ＤＸの推進が必要です。 

 

表 ５-２１ メンテナンスに関するＤＸ技術の導入率 

 

（出典：国土交通省「上下水道におけるＤＸ技術の導入状況調査（令和６年度時点）」） 

 

 

水道事業者数

管路台帳

完全電子化

事業者数

施設台帳

完全電子化

事業者数

メンテナンスに

関するDX技術

導入事業者数

管路台帳

電子化率

施設台帳

電子化率

メンテナンスに

関するDX技術

導入率

備考

仙南圏域 12 9 4 8 75.0% 33.3% 66.7%
仙塩圏域 8 5 2 3 62.5% 25.0% 37.5%
大崎圏域 9 7 3 3 77.8% 33.3% 33.3%

東部圏域 5 4 1 3 80.0% 20.0% 60.0%

県全体（用水供給除く） 34 25 10 17 73.5% 29.4% 50.0%

全国 67% 34% R7.4

用水供給 2 2 0 2 100.0% 0% 100.0% 参考
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第６章 将来目標の設定とその実現方策 

１ 本県水道の理想像 

国の新水道ビジョンでは、水道の理想像を「時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、水質基準

に適合した水が、必要な量、いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続的に受け取る

ことが可能な水道」と掲げています。また、その実現のためには、「水道水の安全の確保」「確実な給水

の確保」「供給体制の持続性の確保」の３つが必要とされており、水道水の安全確保を「安全」、確実な

給水の確保を「強靭」、供給体制の持続性の確保を「持続」と表現し、これら３つの観点から 50 年後、

100 年後の水道の理想像、及びその具体化が図られるよう、水道関係者が取り組むべき事項の方向性や

当面の目標点が示されています。（図 ６-１） 

 

図 ６-１ 水道の理想像 

（出典：平成 25 年厚生労働省「新水道ビジョン」） 
 

これら新水道ビジョンで示される水道の理想像における「安全」「強靭」「持続」は、従来の水道にお

いても重要な概念であり、水道関係者は常にこれらの概念を求めて様々な取組を進めてきました。しか

し、今後の水道は、給水人口の減少や大規模な自然災害を想定した経営を行わなければならず、水道の

理想像の実現に向けた取組の推進は容易ではありません。また、特に小規模な水道事業者において、単

独での対応に限界がある場合には、近隣の水道事業者や水道用水供給事業者、関係行政機関、民間事業

者等が立場を超えて連携することが必要です。このことから、新水道ビジョンでは、水道関係者が取り

組む方策の主要な推進要素として、「挑戦」と「連携」が位置づけられています。 

国の新水道ビジョンの水道理想像を踏まえ、本水道ビジョンでは第１期水道ビジョンの理想像を引継

ぎ、『安全な水を、いつでも、いつまでも安心して受け取れる水道』を水道の理想像とします。理想像

の具体化が図れるよう「安全」「強靭」「持続」の観点から、水道関係者が取り組むべき事項を整理する

とともに、水道の理想像の実現に向けた取組の推進要素として、「挑戦」「連携」に住民を含めた水道関

係者間で「信頼」関係を構築することを位置づけ、たゆまぬ取組を実行していきます。（図 ６-２） 
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図 ６-２ 水道の理想像に向けた基本方針「宮城県水道ビジョン」 

 

  

【水道の理想像】
『安全な水を、いつでも、いつまでも

安心して受け取れる水道』

安全 強靭 持続

【理想像の具現化に向けた取組の観点】

災害に強く、
しなやかな水道

将来にわたって水を
安定的に供給する水道

いつでも安心して
飲める、安全な水道

【推進要素】挑戦 信頼 連携
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２ 理想像に向けた課題と実現方策 

水道の理想像の実現に向け、「安全」「強靱」「持続」の観点ごとに、課題と実現方策をまとめました。

関係機関との信頼関係を築き、連携しながらこれらの方策に挑戦していきます。 

 

（１） 安全 

安全における課題は、以下①～④であり、実現方策は次のとおりとします。 

課 題 

 

①-１ 

『水質事故発生状況』 

水質事故は、各圏域で毎年一定数発生している状況です。近年では、仙塩

圏域における発生件数が一定数を占める傾向となっており、可能な限り被

害を最小限にする必要があります。 

①-２ 

『クリプトスポリジウム等対策の実施状況（施設割合）』 

クリプトスポリジウム等対策実施割合（施設割合）は、仙南圏域及び東部

圏域において県全体を下回っており、仙南圏域においては全国値も下回っ

ています。また、規模の小さい浄水施設で対策が遅れている状況です。 

 

② 

『水道普及率の推移』 

水道普及率は、仙南圏域及び大崎圏域では県全体及び全国値を下回る水準

で推移しており、また、人口に対する小規模水道施設が多くなっていま

す。 

 

③ 

『水安全計画の策定率』 

水安全計画の策定率は、全ての圏域で上昇しているものの、中小規模の水

道事業者で未策定の団体があります。 

④ 

『簡易専用水道の法定検査受検率』『簡易専用小水道の法令検査受検率』

『小規模水道施設の条例検査受検率』 

簡易専用水道の法定検査実施率は、仙南圏域、大崎圏域及び東部圏域で県

全体及び全国値を下回る水準です。 

簡易専用小水道の法令検査受検率は、各圏域で全国値を大きく上回る水準

ですが、県全体と比較すると、大崎圏域で大きく下回っています。 

小規模水道施設の条例検査受検率は、大崎圏域で県全体を大きく下回って

います。 
 
 

実 現 方 策 

安全①－１ 水質事故情報の共有化 

 

水質事故件数に対して水道被害件数を少なくできた要因として、事故発生時における水道事業者への

速やかな情報伝達や水道事業者間の情報共有が適切に図られていたことが考えられることから、近年、

水質事故の発生件数において一定数を占める仙塩圏域を中心に、水道原水に影響を及ぼすおそれのある

水質事故に対し、関係機関との情報共有化に努め、迅速かつ適切な対応を図るとともに、取水河川水系

における水質事故対策協議会等に参加し保健所等関係機関と情報共有化を図ります。また、緊急時に県

保健環境センターにおいて水質検査を実施できる体制を整備し、安全な水質を確保します。さらに、火

山活動の活発化などこれまで経験したことのない災害発生に備え、他県における対策状況等の共有化に

努めます。 
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安全①－２ 計画的なクリプトスポリジウム等対策の推進 

 

クリプトスポリジウム等対策実施状況が県全体及び全国値を下回っている仙南圏域の水道事業者を中

心に、引き続き適切な浄水施設の整備や水源の変更検討など計画的な水源汚染リスク対策を助言・指導

するとともに、施設整備等における国庫補助事業・交付金の活用を促進します。 

このほか、有機フッ素化合物の一種である PFOS 及び PFOA について、令和８年４月から水質基準に新

たに設定され、PFOS 及び PFOA に関する水質検査の実施及び基準を遵守する義務が新たに課されます。

PFOS・PFOA には発がん性を有する可能性が指摘されていますが、人体に与える影響の詳細については調

査や研究が進められています。現在、本県では水道関連施設において暫定目標値を上回る水道事業者は

ありませんが、今後も引き続き動向を注視していきます。 
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安全②水道未普及地域への給水方策の検討支援 

 

安全な水をより多くの人に供給できるようにするため、水道普及率が低く人口に対する小規模水道施

設が多い仙南圏域及び大崎圏域を中心に、引き続き小規模水道施設区域への水道普及や地域における分

散型システムなど、多様な給水手法の導入の検討を支援します。 

なお、分散型システムの検討にあたっては、各戸単位、集落単位等、地域の実態や規模の妥当性を踏

まえ、他地域の事例を中心とした情報提供を行います。 

 

 

安全③ 水安全計画の策定支援 

 

水安全計画が未策定である水道事業者に対して、引き続き、計画策定の重要性について理解が深まる

よう努めるとともに、策定済水道事業者と未策定水道事業者との情報共有を図るなどし、策定率の向上

を目指します。また、国の「水安全計画作成支援ツール」を用いた研修会の実施などの支援を行います。

策定済みの水道事業者については、計画の着実な推進や適切な見直しを促します。 

また、浄水処理困難物質への対応について、県保健所が把握する取扱施設（水質汚濁防止法特定施設、

廃棄物処理施設等）の情報共有化に努めます。 
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安全④ 未受検施設に対する重点立入検査等の実施 

 

県全体を下回る圏域、特に大崎圏域を中心に、引き続き登録検査機関と連携し、受検結果の代行報告

制度の活用や施設設置者から行政庁への結果報告を促すことで法定検査及び条例検査の未受検施設を把

握し、当該未受検施設に対して重点的な立入検査や文書指導を実施し受検率の向上を図ります。 

また、水道法等の指導権限を移譲している県内各市の立入検査等を推進するため、担当者会議や実務

研修会を開催することにより事例の情報共有などを図り、継続的な支援を実施します。 

さらに、集落給水を担う小規模水道施設については、水源の状況に応じて水道給水への切り替えや、

水道管路の布設によらない給水手法等の検討を提案するなど、水道事業者と情報共有・意見交換に努め

ます。 
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（２） 強靭 

強靭における課題は、以下①～⑤となり、実現方策は次のとおりとします。 

課題 

① 

② 

③ 

『導水管・送水管の耐震適合率』 

導水管・送水管の耐震適合率（国土強靭化 KPI）は、仙塩圏域や用水供給

事業の数値が全体を牽引して高くなっているものの、仙南圏域及び大崎圏

域で県全体及び全国水準を大きく下回っています。 

『浄水施設及び配水池の耐震化率』 

浄水施設の耐震化率（国土強靭化 KPI）は、仙南圏域で県全体及び全国水

準を大きく下回っています。配水池の耐震化率は、全ての圏域で全国水準

を下回っていますが、仙南圏域及び大崎圏域では県全体も下回っていま

す。 

『水道管路の耐震性能確保済み重要施設率』 

水道管路の耐震性能確保済みの重要施設率は、下水道処理区域内外ともに

低く、国土強靭化 KPI であり全国値が公表されている下水道処理区域内で

は、全圏域でこれを下回っています。 

④ 

『応急復旧計画・応急給水計画の策定率』 

応急復旧計画・応急給水計画の策定率は、全ての圏域で上昇しているもの

の、中小規模の水道事業者を中心に依然として未策定の団体があります。 

⑤ 

『防災訓練の実施率』 

全水道事業者で、地震や風水雪害等、１種類以上の防災訓練が実施されて

おり、今後も継続した実施が必要です。断水等の水道被害は地震による影

響のほか、近年は台風や局地的大雨等、様々な要因により発生しており、

要因毎の事前対策を更に充実させることも重要です。 

 

実 現 方 策 

強靭①･②･③ 耐震化の国庫補助・交付金の効果的活用支援 

 

令和６年１月に発生した能登半島地震を受け、上下水道事業者には、災害に強く持続可能な上下水道

システムを構築するため、施設規模の適正化や広域連携・官民連携等による運営基盤の強化を図りつつ、

令和６年度に各水道事業者が策定した「上下水道耐震化計画」に基づく耐震化の着実な推進が求められ

ています。 

また、国土強靭化計画では、上水道施設の耐震化、避難所など重要施設に接続する水道管路の耐震化

についても KPI として設定し、地域の実情を踏まえ、維持すべき施設の耐災害性強化等を推進すること

としています。 

このため、毎年度、県が行う水道事業者へのヒアリング等において、「上下水道耐震化計画」の見直

しを推進するほか、国からの迅速・的確な情報収集に努め、国庫補助事業や交付金事業の内容や事例紹

介を行うことにより、国庫補助事業等の活用を促進し耐震化を進めます。また、国庫補助等に対する水

道事業者の要望事項を取りまとめ、国へ要望していきます。 

水道施設については、令和６年度から新たに公共土木施設災害復旧事業の対象となったことから、災

害発生時には関係機関と速やかに協議しながら、応急工事の活用も含めた災害復旧事業の活用・推進に

努めます。 
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※１ 今回の緊急点検では、給水区域内かつ下水道処理区域内の重要施設に接続する管路等を対象とする。 
※２ 導水管、送水管、重要施設に接続する水道管路の耐震化率は、耐震管以外に地盤性状によって耐震適合性を有する管を含

めた割合を示す。なお、(）内に耐震管率を示す。 
※３ 下水処理場直前の合流地点にポンプ場がある場合は急所施設とする。 
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強靭④ 災害に備えた各種計画の策定支援 

 

国では令和２年度に「危機管理対策マニュアル策定指針」を改訂したほか、各種災害の共通部分とな

る災害対策の基本条件を整理し、とりまとめた「危機管理対策マニュアル策定指針【共通編】」を新た

に策定しています。 

応急復旧計画・応急給水計画の未策定は中小規模の水道事業者が多い傾向にあり、引き続き、上記マ

ニュアルを活用した研修会等の開催や、策定済水道事業者と未策定水道事業者との情報共有を図るなど

し、策定率の向上を目指します。また、策定済みの水道事業者については、計画の着実な推進や適切な

見直しを促します。 

 

強靭⑤ 防災訓練の継続的な実施推進 

 

県内全ての水道事業者が定期的・継続的に様々な状況に応じた防災訓練を実施できるよう、引き続き

防災訓練の事例紹介等の情報提供等に努めます。また、水道事業者が災害時の対応を学べる合同研修会

を開催するなど、水道事業者の災害対応力の強化を図ります。 

なお、「強靭」における実現方策①～⑤は災害時の事前予防となりますが、災害発生時には燃料や復

旧資材等の確保が課題となることから、資材の共同備蓄や燃料融通など、水道事業者間での連携を進め

ていきます。 

また、災害時において双方からのバックアップが可能となる水道の緊急時連絡管の布設をはじめとす

る、水道事業者間における安定的な水供給に向けた相互連携協力に関する取組を支援します。 
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（３） 持続 

持続における課題は、以下①～⑤となり、実現方策は次のとおりとします。 

課題 

① 

『アセットマネジメントの導入率』 

アセットマネジメントについては、導入自体は進んでいるものの、中小規

模の水道事業者において、依然として導入や検討手法の高度化が進まない

状況が見られます。 

② 

『水道管路の経年化率』 

水道管路の経年化率は、基幹管路においては、特に仙塩圏域で高く、県全

体及び全国値を上回る水準です。全管種合計では、仙塩圏域及び大崎圏域

で県全体及び全国値を上回る水準です。 

また、既存の水道施設台帳の整理・精査が不十分で、水道管路の情報が活

用しやすい形で整備されていない水道事業者もいます。 

③ 

『技術職員の勤続年数と年代別の職員割合』 

技術職員について、平均勤続年数の短い事業者の割合が増えています。年

代別の職員割合では、30 歳未満と 60 歳以上の割合が増加する一方、40～

49 歳と 50～59 歳の割合が減少していることから、各水道事業者において

技術の継承や職員の育成が必要となります。 

④ 

『水道事業ビジョンの策定率』 

水道事業ビジョンの策定率は、全ての圏域で上昇しているものの、中小規

模の水道事業者で未策定の団体があります。 

⑤ 

『メンテナンスに関するＤＸ技術の導入率』 

メンテナンスに関するＤＸ技術の導入率は、仙塩圏域及び大崎圏域で県全

体及び全国値を下回っています。 

 

実 現 方 策 

持続① アセットマネジメントの導入支援 

 

アセットマネジメントは、将来的に必要となる管路や施設の更新費用を把握し、計画的な財源確保や

適切な料金設定を図る上で重要であるほか、導入結果を水道事業ビジョンや経営戦略42 等の関連する各

種計画に反映させることが不可欠であることから、引き続き導入・検討手法の高度化を促進します。 

アセットマネジメントの未導入は中小規模の水道事業者が多い傾向にあり、導入済水道事業者と未導

入水道事業者との情報共有や、国が提供しているアセットマネジメント策定支援ツールを活用した研修

の開催などによる導入率の向上のほか、導入済水道事業者における、検討手法の高度化を目指します。 

 

 

 

 

 

 
42 経営戦略：平成 26 年 8 月 29 日付け総務省通知により策定要請されたもので、各公営企業の実情に対応し

た中長期的な視野に立った経営の基本計画。 
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持続② 適切な水道施設の維持（アセットマネジメントに基づく実施）支援 

 

水道事業者においては、今後も続く水需要の減少に対応したダウンサイジングを踏まえながら、現在

保有している施設の更新、又は統廃合を適切に計画するといった資産管理が求められており、アセット

マネジメントを活用した経営マネジメントの実践が必要とされています。 

このことを考慮しながら、引き続き、国から迅速かつ的確に情報収集を行うことに努め、毎年度県が

行う水道事業者へのヒアリング等において、国庫補助対象事業の内容や、管路更新にかかる最新技術の

事例紹介等を行うことにより、効率的、計画的な老朽化対策を支援します。また、国庫補助事業に係る

水道事業者の要望事項を取りまとめ、国へ要望していきます。 

なお、水道施設台帳が、情報を活用しやすい形で整備されていない水道事業者に対しては、電子化に

よる情報整理も含め台帳の整備等を促し、計画的な更新について助言していきます。 

 

持続③ 官民連携、広域化の推進 

 

引き続き、各水道事業者の外部委託活用事例等について広域化の視点も含めた情報提供を行うととも

に、各地域の実情に応じた方策の検討について継続的に支援し、官民連携の推進を図っていきます。 

特にウォーターＰＰＰは、水道・下水道・工業用水道分野における官民連携方式として、包括的に業

務を発注することで、業務体制の補完やコストの縮減が可能になるとともに、更新業務の実施又は支援

を委託することで着実な施設の老朽化・耐震化への対策が可能になると期待されます。 

また、複数水道事業者による共同委託や施設統廃合の検討支援、水道事業者が災害時の対応を学べる

合同研修会の開催等により、限られた人材を効率的に活用できるよう、宮城県水道事業広域連携検討会

等を通じ、広域化の取組を推進します。 

さらに、水道事業者に対して、県や他団体が実施する水道技術に関する研修会への参加を促進するこ

となどにより、人材の確保・育成を図ります。 

このほか、近年民間企業の技術力を活用し、再生可能エネルギーを導入する取り組みも見られ、電力

費の削減や売電等における収入増によって、経営基盤の強化が期待されています。再生可能エネルギー

の導入は 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた取組となることに加え、地域振興にも寄与しま

す。本県でも事例が増えつつあるため、導入を検討する水道事業者に対して、必要な情報提供を行って

いきます。 
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持続④ 水道事業ビジョンの策定支援 

 

水道事業ビジョンの未策定は中小規模の水道事業者が多い傾向にあり、引き続き水道事業ビジョン策

定の重要性について理解が深まるよう努めるとともに、策定済水道事業者と未策定水道事業者との情報

共有を図るなどし、策定率の向上を目指します。策定済水道事業者については、計画の着実な推進や適

切な見直しを促します。 

 

持続⑤ ＤＸ技術の導入支援 

 

将来にわたり上下水道サービスを提供し続けるためには、不足する人材を補いつつ現場の生産性を向

上させるとともに、業務や働き方を変革することが必要です。このための手段としては、データ・情

報・知識等の資源をデジタル技術により活用することが有効であることから、スマートメーターやＡＩ

管路劣化診断などに代表される水道ＤＸ技術の更なる導入を促進するため、宮城県水道事業広域連携検

討会等を通じて、業務効率化に役立つデジタル技術を活用した取組等の情報提供を行い、水道事業者の

希望に応じた新たな取組の実現につながるよう、引き続き支援します。また、水道事業者がＤＸ技術に

触れる機会を広く創出するため、水道事業に係る様々な課題の解決や経営改善を目的とした研修会等を

開催します。  
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（４） 実現方策のまとめ 

本県における水道の理想像「安全な水を、いつでも、いつまでも安心して受け取れる水道」の実現に

向け、水道事業を取り巻く様々な課題に対応するための『安全』『強靭』『持続』の観点ごとの実現方策

は以下のとおりです。（図 ６-３） 

 

図 ６-３ 宮城県における水道の理想像に対する実現方策 
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３ 実現方策に対する目標 

各実現方策の目標設定については、以下（表 ６-１）のとおりとします。実現方策に対する目標を明

確にすることで、事業の方向性を定め、施策を効果的に推進することが可能となります。 

 

表 ６-１ 各実現方策の目標設定 

 

※「第２期ビジョン策定時点」欄は、本水道ビジョンの第 5章の現状分析の数値を記載。 

※強靭①～③の令和 17 年度目標値は、国土強靭化計画の KPI 値、達成年度から、令和 17年度時点の値を推計し

設定したもの。 

 

令和12年度 令和17年度

（中期） （目標年度）

①－１

水質事故情報の共有化

①－２ 対策実施状況(施設割合)
計画的なクリプトスポリジウム等

対策の推進
88.5%(R5)

②

水道未普及地域への
給水方策の検討支援

③

水安全計画の策定支援 91.2%（R6） 100% 100%

④

80.9%（R5） 90% 100%

62.9%（R5） 81% 100%

53.0%（R5） 77% 100%

①～③

57.4%（R5） 69% 77%

42.0%（R5） 76% 100%

62.1%（R5） 83% 97%

1.5%（R5） 24% 40%

④

災害に備えた各種計画の
策定支援

85.3%（R6） 100% 100%

⑤

 防災訓練の継続的な実施推進 100%（R5） 100% 100%

①

アセットマネジメントの
導入支援

8.8%(4D)
（85.3%(3C以上)）

（R6）
50%(4D) 100%(4D)

②
適切な水道施設の維持

（アセットマネジメントに基づく実施）支援

③

官民連携、広域化の推進

④

水道事業ビジョンの
策定支援

85.3%（R6） 100% 100%

⑤

ＤＸ技術の導入支援 50.0%（R6） 100% 100%

実　現　方　策
第２期ビジョン

策定時点

定性目標：安全な水が必要な人へ供給されている

安
 
 
 
全

定性目標：水道利用者への被害が未然に防止されている

定性目標：クリプトスポリジウム等対策が進んで
いる

水安全計画策定率

強
 
 
 
靭

簡易専用水道の法定検査受検率

未受検施設に対する
重点立入検査等の実施

簡易専用小水道の法令検査受検率

導水管、送水管の耐震適合率

耐震化の国庫補助・交付金の
効果的活用支援

浄水施設の耐震化率（施設能力m3/日）

配水池の耐震化率（有効容量m3）

水道管路の耐震性能確保済み重要施設率(下水道処理区域内）

小規模水道施設の条例検査受検率

防災訓練の実施率

応急復旧計画・応急給水計画の策定率

メンテナンスに関するＤＸ技術の導入率

定性目標：健全な経営や必要な人材の確保が図られている

水道事業ビジョン策定率

持
 
 
 
続

アセットマネジメント導入率

定性目標：ダウンサイジングも含めた適切な水道施設の維持管理がなされて
いる
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第７章 広域的な連携方策 

１ 広域的な連携方策の必要性 

本県では、今後の急激な人口減少により水需要が減り、水道料金収入が減少していくことが予想され

ています。さらに、高度経済成長期に整備された水道施設の老朽化による更新需要の増大に伴い、更新

費用が大幅に増加することが見込まれています。このような厳しさが増す経営環境の下、将来に向けて

安全で良質な水を安定的かつ効率的に供給し続けていくためには、水道事業の経営基盤強化が必要です。 

本水道ビジョンでは持続のための実現方策として、水道事業ビジョンの策定やアセットマネジメント

の検討手法の高度化等の推進を図ることとしています。これら基礎的な取組がなされた上で、「水道経

営状況の見える化」（施設の更新計画や財政計画の策定に基づく適正な水道料金の設定）を図ることに

より、「水道事業存続に対する関係者への理解深化」（利害関係者へ水道事業の現状と将来にわたる方向

性を正しく情報共有）の取組がより有効となります。 

また、今後経営基盤をより強化していくためには、個々の水道事業者におけるこれらの取組とともに、

市町村の枠を超えて水道施設の統廃合や共同での委託発注等を行う「広域化」により、スケールメリッ

トを発揮して効率化・合理化を行うことが有効な手段の一つです。 

この点を踏まえ、国の新水道ビジョンでは、各地域の実情に応じた多様な形態の広域連携を段階的に

検討・推進することが示されています。本県においても理想像の実現に向け、各水道事業者における個

別の取組と併せ、中長期的な観点から今後の水道事業のあり方を見据えた広域連携とその推進方法等を

明示した推進プラン（P4参照）を令和５年３月に策定し、広域化の取組を推進しています。 

 

２ 広域化の実現に向けた取組（「宮城県水道広域化推進プラン」概要） 

（１） 水道の広域化の「目指すべき姿」と実現に向けた基本方針 

推進プランでは、宮城県の水道の「目指すべき姿」として水道ビジョンで掲げる理想像を引き継ぎ

「安全な水を、いつでも、いつまでも安心して受け取れる水道」としており、その実現に向けた基本方

針を以下に定め、水道広域化を推進していくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  利用者へのサービスレベルの維持に配慮した水道広域化の推進 

  参加する水道事業者の全てがメリットを得られる水道広域化の推進 

  長期的な視野に立った水道広域化の推進 

  災害時等のリスクにも対応できる水道広域化の推進 

  水道事業者が主体的に選択する水道広域化の推進 
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また、水道の広域化による「目指すべき姿」を具体的にイメージできるよう、本県の実情を示す主要

な経営資源の分類から、３つの指標「人員（ヒト）」「施設（モノ）」「財政（カネ）」を選定しており、

広域化の取組のない推計値と目指すべき方向を示しています。（表 ７-１、表 ７-２、表 ７-３） 

 

表 ７-１ 人員（ヒト）に関する指標と目指すべき方向 

指標 現状値(R2) 将来見込(R40 ごろ) 目指すべき方向 

技術職員数 

（県全体） 

県全体 582 名（うち約

7割が 40歳超） 

390 名（退職・若手不足に

より約 3割減少） 

技術職員の安定的

な確保，育成 

 

表 ７-２ 施設（モノ）に関する指標と目指すべき方向 

指標 現状値(R2) 将来見込(R40 ごろ) 目指すべき方向 

施設利用率 
県平均 66.2％ 

（全国平均 62.3％） 

47.2％ 

（R2 比▲19.0 ポイント） 

現状維持 

又は改善 

 
 

表 ７-３ 財政（カネ）に関する指標と目指すべき方向 

指標 現状値(R2) 将来見込(R40 ごろ) 目指すべき方向 

水道料金 

(20 ㎥当たり) 

県平均 4,297 円 

（全国平均 3,306 円） 

7,359 円 

（＋3,062 円） 
値上げ幅の抑制 

 
 

※(補足)表７-３に係るシミュレーションの推計方法 

検討対象 推計方法 

(1)水需要予測 
１人当たり使用水量に将来の人口推計を乗じて算定した生活用、業務や工場で
使用する水量を近年の増減傾向や人口推計を補正して算定した都市活動用を合
わせて有収水量を推計 

(2)更新投資予測 

アセットマネジメント実施済の市町村等事業者はその結果を準用し、アセット
マネジメント未実施の市町村等事業者はそれぞれの資産台帳等を基に、現有の
資産について物価変動(建設工事費デフレーター)を加味した上で、所定の基準
で更新するとして更新費用を推計 

(3)財政収支 
シミュレーション 

(1)(2)の結果を踏まえて、市町村等事業者が単独経営により現行料金維持のま
ま事業を実施したと仮定した場合の純利益の推移、及び単独経営で料金改定を
して持続的な事業を実施したと仮定した場合の供給単価を推計 
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（２） 広域化の推進に向けた取組 

広域化の推進に当たっては、前述のとおり参加する水道事業者の全てがメリットを得られ、ひいては

利用者である住民にとってのメリット（値上げ幅の抑制やサービスの維持、向上等）に繋がることが重

要であることから、水道事業者の抱える課題解決に向けて、事務の共同化や施設の共同利用といった、

比較的取り組みやすい連携策から段階的に広域化を進めていきます。 

並行して、周辺水道事業者や圏域を中心とした施設の統廃合や経営の一体化、事業統合についての検

討、実現を図り、将来的には圏域を超えた、より大きい単位による様々な形態での事業統合の実現を目

指します。（図 ７-１、図 ７-２） 

 

図 ７-１ 段階的な水道広域化のイメージ 

（出典：宮城県「宮城県水道広域化推進プラン（令和５年３月）」） 

 

 

図 ７-２ 水道広域化パターン 

（出典：宮城県「宮城県水道広域化推進プラン（令和５年３月）」） 
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（３） 広域化の推進体制 

宮城県水道事業広域連携検討会（水道法第５条の４の広域的連携等推進協議会）に３つの機能別検討

部会（施設統廃合検討部会、経営の一体化等検討部会、共同発注・システムの共同化・官民連携・ICT

推進等検討部会）を設け、可能な限り多くの水道広域化の取組が具現化するよう、積極的に議論を進め

ます。（図 ７-３、表 ７-４） 

必要に応じて、検討内容に関係する水道事業者のみで部会を開催することも可能としています。 

 
図 ７-３ 推進体制 

 

表 ７-４ 機能別検討部会の概要 

 

 

 

 

分野 名称 概要 構成員

ハ
ー
ド

施設統廃合

検討部会

県が提示した施設統廃合案等を基に、関係市町村等

事業者においてさらに議論を深め、その実現に向け必

要な取組の検討等を行う。

関係する市町村

等事業者の担当

者等

ソ
フ
ト

経営の一体化等検

討部会

本プランの内容を基礎として、他都道府県の動向等

を研究しながら、目指すべき姿及びその実現のために

必要な取組の検討等を行う。

経営の一体化等

を目指す市町村

等事業者の担当

者等

共同発注・システ

ムの共同化・官民

連携・ＩＣＴ推進

等検討部会

モデル地区（黒川地区）での検討結果等を踏まえ、

共同発注・システムの共通化等の実現に向け、必要な

取組を整理・検討する。

また、スマートメーターの導入等のＩＣＴ推進や、

包括委託などの官民連携手法について、他都道府県の

動向等を研究しながら、必要な取組の検討等を行う。

左記事項等の推

進を目指す市町

村等事業者の担

当者等
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＜参考＞広域連携の取り組み状況 

ア） 人工衛星を活用した水道管路の漏水調査業務の共同発注 

推進プラン策定以降に、機能別検討部会の検討を経て実現した取組があります。 

令和６年度には、本県と福島県の12の水道事業者が「人工衛星を活用した水道管路の漏水調査業務」

の共同発注を行いました。この取組によって、スケールメリットの発現による事業コストの削減や、調

査期間の短縮が図られました。（図 ７-４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７-４ 人工衛星を活用した水道管路の漏水調査業務の共同発注（令和６年度） 

R6 共同発注 

（衛星を用いた漏水調査） 

宮城県 11 事業者 

福島県１事業者 

計 12 事業者 

R6.3.19 協定締結 
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また、令和７年度においても、本県及び福島県の新たな10事業者が共同発注を行い、広域化と共に、

ＤＸ技術の導入に寄与しました。（図 ７-５） 

 

 

 

図 ７-５ 人工衛星を活用した水道管路の漏水調査業務の共同発注（令和７年度） 

R7 共同発注 

（衛星を用いた漏水調査） 

宮城県 5事業体 

福島県 5事業体 

計 10 事業体 

R7.2.10 協定締結 


